
 

議案第２号 

 

茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則の制定

について 

 

茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定

する。 

 

 

令和元年１０月２９日提出 

 

茂原市教育長  内 田 達 也   

 

 

茂原市青少年指導センター設置条例施行規則の一部を改正する規則 

 

茂原市青少年指導センター設置条例施行規則（平成４年茂原市教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「７０歳以下」を削る。 

別記第１号様式中「平成」を削る。 

 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別記第１号様式の改正規定は

公布の日から施行する。 

 

 

提案理由  青少年補導員の委嘱の規定に関し、年齢要件等を改めるものです。 


